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合衆国におけるチャーター スクールの現状

―公教育の真のalternativesへの可能性―

中 村 護 光

CHARTER SCHOOLS IN U.S.

―Viable alternatives to regular public schools?―

Morimitsu NAKAMURA

Charterschoolsappearedintheearly1990sandhavesofardevelopedrapidlythroughouttheU.S..

SinceANationAtRisk,reportonUSeducation,Americanpublicschoolshavebeenexposedtosevere

criticismforstudents'pooracademicperfomanceandworsenlngleamlngenvironmentsespeciallyln

urbanschooldistricts.Inthemeantime,thenumberofcitizenswhosupportdrasticreformbasedonthe

markettheoryinpubliceducationhasbecomemoreandmoresignificant.Inordertoavoidtheadoption

ofvoucherorprivatizationschemes,thoseseekingtopreseⅣepublicschooleducationareturningto

charterschools.Thispapersummarizescharterschoolcharacteristicsandsuggestspointswhichshould

becarefullyexaminedforfurtherstudywithregardtowhatislackinginrecenteducationalreform

proposalsinJapan.
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1.は じめ に

本文では,1990年代初頭に誕生し,近年急成長を

遂げている教育改革の試みであるcharterschools

を取 り上 げた.Choice,Voucher,Privatization

は合衆国における教育の自由化,民活化をめざした

教育改革のkeywordsである.米公教育は,生徒

の学力の低迷や都市部の教育荒廃の現実を前に,厳

しい批判に晒されており,これまで公立学校には厚

い信頼を寄せていた市民も徐々に自由化への改革の

動きに理解を示すようになってきた.公教育制度を

土台から崩しかねない革新的な改革の流れをくい止

めて,学校をあくまでも公教育の枠の中にとどめ,

なおかつ教育消費者の自由市場論理を満足させる実

験がcharterschoolsといえる.この試みはまだ公

教育全体に大きな影響を及ぼすまでに至ってはいな

いが,Charterschoolsは米公教育の改革の切 り札

ともなる可能性を秘めている.

Charterschoolは,わずか数年の実績であるが,

これまでに発表された調査報告書の中からその全体
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像をまとめてみた.また,今後のcharter school

movementの視点とわが国の教育改革の動向との関

係も考察した.

2.CharterSchoolとは

1994年に連邦議会を通過 したThe Improving

American'sSchoolsAct:SEC.10306(TheEle･

mentarySchoolandSecondaryEducationActof

1965の改正)ではcharterschoolを次のように定義

づけている.

a.公立学校の柔軟性のある管理運営を妨げる州お

よび学校区の主な規則を免除される公立学校であ

る.

b.学校設立資格者により公立学校として設立され

る.既存の公立学校のalternative(代替)であ

り,公的監督と指導下で運営される.

C.学校設立資格者により作成された教育目標を追

求し,許認可権限を持った機関から設立認可を受

ける必要がある.

d.初等または中等,ないしはこの両方の教育プロ

グラムを提供する.

e.入学方針,教職員の雇用慣行,その他運営面の
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すべてにおいて宗教が介在することなく,宗教系

学校や機関と結びつくものでない.

f.授業料は徴収しない.(公的予算付けがされる)

g.国の公民権法に従 う.

h.定員以上の応募者のある時の入学許可は抽選に

よる.

i.特に免除されないかぎり州の他の初等中等学校

と同様に連邦政府や州の監査要求事項に従う.

j.対象となるすべての連邦,州及び学校区の健康

や安全に関係する要求事項に従 う.

k.州法と矛盾することなく運営されること.

つまり,｢法で定められた設立資格者により企画

立案され,法で定められた公的許認可権者との契約

の下で運営されるが,独自の自治管理権を持ち,そ

の自治管理権の代償として教育結果に責任をとり,

子どもや親にとっては選択可能で,公的予算付けで

運営される公立学校｣ということになる.

法に基づくその設立と運営のプロセスは次の通 り

である.

(丑 設立資格を持つ者はcharterschool設立のため

に教育計画を作成する.この際,missionstatem飢tS,

つまりその学校の期待される生徒像の標傍であり,

生徒の学業成果,評価方法等の教育理念を宣言す

る.

@ この計画は許認可権限を持ったスポンサー (州

により異なるが,学校区教育委員会,州教育委員

会,場合によって大学等)に申請される.スポソ

サーは計画書を審査し,認可不認可を判断する.

(卦 認可されると,設立者とスポンサーの間で提出

されたmission statementsの履行を約束 した

charter(誓約)が作成され署名されて,charter

schoolの誕生 となる.学校のStatementsに対す

る茸任は,thecharterの再更新,又は取 り消し

の形で問われることとなる.

④ Charterschoolへの通学は全く個人の自由意志

による.生徒-人当たりの教育経費は,その生徒

についてまわ り,予算に積算される.

⑤ 学校はcharterでの宣言事項に茸任を持つかあ

りに,学校区や州の諸教育規則,規定に従 う義務

を免除され,予算や人事を独自に管理執行できる.

3.Charterscl1001の誕生まで

3-1 改革への指向

アメリカでは,ANationatRisk.･TheImpera-
tiveforEducationalRefom in1983の発表の後,

全国的に学校改革を求める声が高まり,各州で様々

な教育改革の努力が試みられてきた.

当初各州で取 り組まれた改革は既存のシステムの

内での教育改革であり,カリキュラムの充実と基礎

基本の重視,基準の選考と学年別目標の設定及び,

教員研修の充実など教える側の立場に立ったインプ

ットに重点を置いたものであった.しかし,期待さ

れた成果は十分に上がらずに,かえって都市部の公

立苧環では産業構造の変化,白人人口流出などの社

会変化による学習環境悪化により,自力回復力を失

い,これに対処できないシステムそのもののあり方

が疑問視され,この点に批判が向けられるようにな

った.

つまり,生徒の成績の向上になんらの制度的な効

果をもたらさない規則だらけの,過度に一元集中化

した公教育の教育独占が問題とされ,ここに自由な

市場の原理を導入してシステム改革を行 うことで教

育改善を行おうとする諸改革が90年代を通して進行

したのである.これらの改革/実験は,次のような

キーワードに特徴づけられる.

a.A∝ountability: インプットの限界を認識し,

market理論に立脚し,学校や教師に教育におい

ても結果に対する明確な責任を持たせることで緊

張感を与え,教育改善を図ろうとすること.

b.Deregulation: 学校や教室での自由な改革を

抑制したり,妨げとなっている規則の多くを削除

すること.

C.D∝entralizatim: site･based management,

teacherempowementなどの経営理論を取 り入

れてサービスの提供に最も近 くの位置にある者,

つまり現場 (教師や校長)に最大の意思決定権限

や予算の執行権限を与えること.

d.Restructuring: 自己点検,自己評価を促し,

学校の目的,組織,運営を再吟味/再編成し,梶

本的変革を引き起こすこと.

e.Publicschoolchoice: 教育を受ける側 ｢教

育消費者｣の権利を重視し,学校区内で,また学

校区を越えて子どもが通 う公立学校を親や子ども

に選択させる権利を与えること.

f.Privateschoolvouchers: 公的教育予算を親

にvoucher(教育クーポソ)を与えることで還元

し,親は子どもの通 う公立のみならず,私立の学

校を自由に選択する権利を行使すること.

g.Privatization: 学校区全体又はその管轄区の

一部の学校経営を民間会社に委託し,教育予算の

効率化を図り,成果を上げること.

しかし,市民の公立学校への信頼度は依然高く,

指摘される欠点にもかかわらず,公教育はアメリカ

民主主義に貢献し,その技術や思考を学ばせている
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と評価している市民は少なくない.Charterschools

は前述のダイナミックで自由な市場原理の導入の動

きと公教育になお期待を持ちつづけ,公立学校を断

固として維持すべきとする勢力のはざまに生まれ,

ここ数年の間に急速に成長してきたともいえる.

3-2 Charter理論の原点

1960,70年代 にalternativeeducation(代替教

育)の運動が成長し,教育界でもaltemativeschools

-の評価が定着する中で,1988年にRayBudde氏

はEducationby Charier.･RestnLCtun'ng school

Districtsを発表し,これがcharterschools運動の

論理的根拠となったと言われている.教師と学校区

の間に正式なcharterを加えることで,またこの考

えが学校の運営方法を変えるであろうという脈絡の

中で,それまでのalternativeschoolsの考 えを更

に膨らませたものである.教師は授業をコントロー

ルし,その結果に責任を持つこと,教育委員会は授

業指導に関する詳細から教育成果へと視点を移すこ

と,また宣言された達成目標は,毎年その成果や達

成度の判断なくして継続されるべきでないこと,

Chartersが承認をうけ,効率的に運営されるには,

学校のカリキュラムの中に学ばれるべき望ましい学

習事項が規定がされるべきことが述べられている.

ここで教師がschoolboardに参画し,analterna-

tive educationalprogramを実践するとの思想を

American Federation ofTeachersの故 Albert

Shanker会長が取 り上げ,親 と教員組合により開

発され,教員集団により作成され,運営される自治

組織であるcharterschoolを描いたのである.The

charterschoolの考えは,競争による活性化を追求

しながら,教育が公的領域を越えて外へとでていく

ことを嫌った人々には魅力的であった.1991年に

Minnesota州において全国で最初Jにcharterschool

legislationが法制化 された (この法は,1993年,

1994年に修正される).続いて,Californiaのchar-

terschoollawが1992年に議会の承認を得て法制化

し,1993年 1月1日に執行されたのである.

4.Charterschoolへの反応

4-1 各州の状況

非営利法人で教育改革を調査研究 しているthe

CenterforEducationReformによると1996年秋に

は (charterschoolの法制化された25州のうち)23

の州とD.C.で781校のcharterschoolsが運営され

(この他認可 され開校 予定 の学校 が505校),

166,000名以上の生徒が在籍 している.全国の約

85,000の公立学校のうちでは僅かな数字であるが,
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Charters設立の動 きは拡大成長を続 け,その後

1998年 8月現在では,全米で33の州とD.C.(及び

PuertoRic°)がcharterschoollawを法制化して

いる.これまでにcharterschoollawを法制化した

州と制定年度は次の通 りである.

1991年 :Minnesota(1) ()内の数字は州の数

1992 :California(1)

1993 :Colorado,Georgia,Massachusetts,

Michigan,NewMexico,Wisconsin(6)

1994 :Arizona,Hawaii,Kansas(3)

1995 :Alaska,Arkansas,Iklaware,I.ouisiana,

NewHampshire,RhodeIsland,

Texas,Wyoming(8)

1996 :Connecticut,DistrictofColumbia,

Florida,Illinois,NewJersey,

NorthCarolina,SouthCarolina,
(6+DC.)

1997 :Mississippi,Nevada,Ohio,

Pennsylvania(4)

1998 :Utah,Idaho,Virginia,Missouri(4)

4-2 連邦政府の対応

教育局は1995年に1999年9月までの4年間の研究

プpジェクトを設けて,charterschools研究に乗

り出した.1996年 1月現在の10州252校のcharter

schoolsに関する第一回報告書が1996-1997school

yearの年度末に出された.1997StateoftheUnion

Addressではクリソトン大統領は2000年までに全米

で3,000校のcharterschoolsの開校を提案している.

政府のcharterschoolへの配分額は1997会計年度で

は約$51millionであったが,1998会計年度へは大

統領は議会の予算委員会に一挙に$100millionへの

倍増を求めている (実際の予算額は$80mi11ionで

あった).教育局はCharterschool1校につき,設

立資金としておよそ$35,000を提供 しているが,

$100,000まで引き上げたい意向である.

▲現在まで,1994年に議会を通過 した 2つの法が

charterschoolsへの予算計上面での直接の根拠法

となっている. 1つはTheImprovingAmerica's

SchoolAct;theESEA of1995であり,charter

schoolの企画/実施を支持する新 しい国の助成プ

ログラムを含んでいる.また同法は学校区が学校改

善を指定した学校に要求できる改善指導行為として

の公立学校のcharterschoolへの転換についても明

記している.もう一つはTheGoals2000:Educate

AmericaActであり,州のcharterschools促進の

ための政府予算の使用を認めたものである.

4-3 教員組合の姿勢
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市場論理に基づく改革は基本的には支持しないと

の立場である.NEA (The NationalEducation

Association)ち,AFT (TheAmericanFedera一

tionofTeachers)も共にこれまでprivatizationや

vouchersには強 く反対 している.しかLcharter

schoolsに関しては,両組合ともに,少なくとも国

のレベルでは一種の和解状態にある.例えは,the

NEAは1993年にcharterschools支持の決議を採

択している.ただし,この支持はあくまでも条件付

きであり,入学に際して制限を設けないこと,免許

ある教員を採用すること,charterschoolsの教員

は学校区の他の学校の教員と給与面で差のないこと,

又同じ諸手当てを支給されるべきである等が州の

Charterlawの条項に含まれるよう要求している.

(NEAは1996年に$1.5millonを予算化 し,組合

員のcharterschools設立への援助および,調査研

究を行 うことを決めた.)TheAFTもまた同様の

条件付でthecharterschoolの考えを支持している.

AFTは1996年の報告書 CharterSchoolLau)S:Do

TheyMeasureupPの中で次のようにcharterschool

の法制化に対して提言している.

a.Charterschoolsは高い学力基準に基づ くべき

であり,生徒は他の公立学校の生徒と等しい水準

にあることが求められること.

b.Charterschoolの生徒は州や学校区の他の公立

学校の生徒と同様のテストを受け,その成績は他

と比較されねばならないこと.

C.Charterschoolの教職員は組合の団体交渉合意

事項によりカバーされるべきであること.

d.Charterschoolsでも免許のある教員の雇用が

求められるべきこと.

e.Charterschoolsが他の公立学校にプラスのイ

ンパクトを与えるためには,学校区の認可が必要

であること.また州への再申請のプロセスが与え

られること.

f.Charterschoolの生徒に関する統計的データ,

成績及び財政的経営内容を含めた情報が市民に伝

まっるようにすべきであること.

組合にとってはcharterschoolsを教師に改新的

プログラムを創造させる自由を与えて最高の教育実

践の場とすることが理想であって,システムの変革

を迫るような自由市場競争の圧力の道具とは断じて

してはならないのである.

5.CharterSchoolLaw

5-1 各州の法の扱い

Charterschoollawsといっても全米一律ではな

い.規制が少なく,法的にも経済的にもより自立し

た自治管理学校を作る積極的な法を持つ州がある一

方で,学校の自治管理を制限し,設置条件の厳しい

消極的な法を持つ州もあって州ごとにかなり異なっ

ている.一般的にこの基準で積極的な法をもつ州は

Arizona,California,Colorado,Delaware,

Massachusetts,Michigan,Minnesotaが あ り,

消極的な法を持つ州はAlaska,Arkansas,Georgia,

Hawaii,NewMexico,RhodeIsland,Wisconsin,

Wyomingがある.積極的法 を持つ州 では当然

charterschoolsへの申請数は多く,charterschools

の開校も多くなるわけである.ここでは,この積極

的と消極的の区分の判断基準となる次の項目に関し

て州の法の扱い方を概観してみた.0設立資格者

○スポンサーと再申請のプロセス Ocharterの許

可数/契約年数 ○教員資格 と人事 Ochoiceへ

の条件整備 ○規制緩和の程度

5-2 設立資格者

だれがcharterschoolの設立者になれるかという

ことである.教師,某乱 市民,非営利法人,民間企

業と広範囲な個人や団体にその資格を与えているも

のから,免許ある教員にのみ資格を与えている法も

ある.また設立に際して教師,親,地域住民の必要

数の支持署名を条件 とする法 もある.例 えは,

MassachusettsやMichigan州は民間企業のcharters

運営を認めている数少ない州の一つである｡一方

Californiaの場合は当初,当該校の全教員の50%以

上,又は学校区の教員の10%以上の署名を申請に必

要 とした.(この条項は1998年に議会を通過 した

AB544でいったん廃止された.かわりに初年度に在

学を予定する生徒の保護者の少なくとも半数以上の

請願署名,また初年度にcharterschoolに雇用され

る教員の半数以上の請願署名等が必要とされてい

る.)

また既存の公立学校のcharterschoolsへの転換

に限 って認 めている法が ある一方で,charter

schoolsの新設は勿論私立学校からcharterschools

への転換も許可している法もある.

5-3 スポンサーと再申請のプロセス

Charterschoolsのスポソサーとなる資格が学校

区及び州教育委員会,並びに大学等の複数の機関に

与えられている法から,単一の機関 (通常,学校区

教育委員会であるが)にしか権限を与えていない州

まである.1996年現在では25州のうち学校区のみを

スポンサーと定めている州は12州であり,その他の

州とD.C.は他の機関にもcharterの認可権限を与

えている.申請のプロセスについても,あるスボン
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サーによって却下されても,別のスポンサーに再申

請することが可能である州もあれば,この再申請手

続きを持たない州もある.例えば,Arizonaの法で

は次の3つの方法のいずれでもcharterが与えられ

る.つまりどの学校区もcharterを認可できる.普

た新たに新設されたStateCharterSchoolBoard

及びtheStateBoardofEducationも認可の権限を

持っている.

5-4 Charterの許可数,契約年数

1996年現在では25州のうち16州が許可するcharter

schoolの数に制限を設け,9州は制限を持たない.

また公立私立を問わず既存の学校の転換や新設校を

許可している州から公立学校のcharterschoolへの

転換に限って許可している州もある.すべての州は

既存の公立学校のcharterschoolsへの転換条項を

持つが,私立学校の転換を認めている州はわずか6

州である.Charterschoolsの定着に伴って,Califomia

州では1999年 1月から執行される法改正で,1998-

1999年度では最大250校のcharterschoolsの認可を,

それ以後は毎年100校ずつの追加を認めている.契

約更新の年数についても,Minnesota州では3年

である一方,Californiaでは5年と定めている.一

般には5年が多いが,California州では,共和党の

StateSen.JohnR.Lewis議員はstart･upfunds

(設立資金)を有効に使 うためこの年数を15年まで

延長することも提案している.

5-5 教員資格と人事

人事権 (雇用,解雇,給与体系等)に関 しては

charterschoolに完全なコントロールを与えている

州から,charterschoolの教職員は学校区と組合と

の団体交渉による合意事項にカバーされる州まであ

る.1996年でcharterschool法を持つ25州のうち,

15州及びD.C.はcharterschoolの教員は学校単独

の被雇用者であるのに対して,10州では学校区の被

雇用者としての身分を留保している.また教員の待

遇では13州において州の団体交渉合意事項の適用対

象となっている.Charterschoolsのすべての教員

は教員免許を必要とすると定めている法がある一方

で,非免許の教員の雇用を認めている法もある.普

た非免許教員の学校の全教員の中での割合に制限を

設けない州もあれは,Louisianaのように25%とま

でと制限している州もある.Californiaでは当初,

非免許教員の雇用ばかりか,collegedegreeのない

個人の雇用すら可能とし,学校は独自の雇用基準,

条件を設定できるようにしたが,その後の法改正に

より他の公立学校の教員に求められる資格免許の必

要性を加えて組合との妥協が図られている.
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5-6 C110iceへの条件整備

州や学校区の平均コストに基づいた生徒-人当た

りの予 算 が100%自動 的 に学校 区 か らcharter

schoolsに在学する生徒についていく州もあるが,

予算額が学校区教育委員会の協議の対象となり,そ

の結果,必然的に減額された後,配分される州もあ

る.また,Thecharterが認可されてから学校開校

までの時期の諸準備に要する経費のための設立資金

を準備している州がある一方で,全く予算化のない

州もある.

5-7 規制緩和の程度

生徒の成績に責任を持つことに同意するかわ りに,

健康や安全に関する法規など一部を除いて州や学校

区の教育諸規則を自動的に免除されると同時に,組

合との合意事項に縛られないとする法がある一方で,

Californiaのように規則の免除に関しては学校区と

の協議が必要であった り,組合 との合意事項 は

charterschoolについても有効であるとしている州

もある.このことはcharterschools運営の自由度

に大きくかかわってくるものである.

上記のような基準については,州によりかなり異

なるが,このすべての基準で積極的な法を持っ州が

Arizonaである.いかなる個人,団体,公立私立に

かかわらずcharterschoolの設立申請の有資格者と

なれる.設立までの教員や親の支持署名も不要であ

る.学校区教育委員会のみならず州教育委員会もス

ポソサーとなり,一度申請が却下されても別のスポ

ソサーへの申請の道が残されている.学校区により

認可された学校では,学校区の生徒-人当た りの平

均経費とほぼ同額を受け取っている.州の設立資金

も予算化されている.またchartersは自動的に州

や学校区の諸規定規則を免除され,組合との団体交

渉での合意事項にも縛られない.既存の公立,私立

学校の転換も可能であれば,新設校を作ることもで

きる最も積極的な法の一つである.

一方,Georgiaは1993年に法が議会を通過して1

年以上もたっても,僅か1校の設立申請しかなく,

認可までに更に1年を要したcharterschool誕生の

経過を持つ.法では既存の公立学校にのみcharter

schoolとなる資格を与えていること,転換の承認

にはその学校の2/3の教師及び親の承認を必要とす

ること (1995年には単純多数となった).州教育委

員会が唯一のスポンサーの資格者であるが,この場

合でも学校区教育委員会の承認があって始めて可能

であること.申請が却下されれば,別の再申請の手

だてがないこと.教員の身分は学校区雇用のままで

あることなどの理由が設立への障害となった.
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6.CharterSchoolの実際

州の事情が反映されており,charterschoolの全

国一律のモデルを記述することは難しいが,charter

schoolsの設立が他より早 く,また学校数が多 く傾

向が掌握 しやす いMinnesota,Massachusetts,

California,Arizonaでの調査報告書のデータから

まとめてみた.

6-1 設立の趣旨

なぜ,charterschoolを設立 しようとしたのか.

最も重要な理由については次の点ではば共通してい

る.

a.教育理念を発展 ･実施すること.

b.組織的,人的,管理的な面でより自治を持つこ

と.この理由でcharterを受けた学校の大多数は

既存の公立学校の転換校である.

C.特定の生徒のニーズに資すること.

この対象 となっているのはat-risk(低学力,

問題行動のある)生徒,英語を母国語としない生

徒,障害も持った生徒,nativeAm ericanやHispanic

などの人種的,民族的少数派の生徒達である.大

規模校,都市部の公立学校では,このような子 ど

ものニーズに見合 うきめ細かなプログラムを提供

できにくくなってきている.

また学校-通学せず,家庭で勉強を続けるhome

schoolsの生徒を対象とする学校も存在する.

d.財政的理由

既存の私立学校の場合は,charterschoolsへ

の転換により,それまでの運営方針や教育内容を

維持しながら,公的予算の裏付けができ経営基盤

が安定するメリットがある.

e.親の参加と意識を引き起こすこと

親,保護者の参加を必須としている学校では,

次の分野でかなり-イレベルでの親の参加を求め,

義務付けている.親としての知識,技術を高める

ための活動,家庭 と学校の緊密な連絡,授業 ･学

校運営への援助,学校への奉仕活動と行事-の参

加,at-homelearningactivitiesのknow-howを

提供し,家庭学習活動に親を積極的に参加させる

ことなどである.

f.より多くの生徒や親を勧誘するため

この理由を持つほとんどの学校は,それまでは

既存の私立学校であり,もしcharterの資格を与

えられれば,MontessoriやWaldorfの教育理論

に基づいた早期幼児教育をどの子どもにも提供で

き,普及できる機会となると考えている.

新設校の場合は,圧倒的に教育理念の実現が第-

の動機である.また既存の公立学校から転換した学

校では自治自立が最も重要な理由となっている.臥

立からの転換校では教育目標の実現とともに生徒の

勧誘のためも主要な理由の一つとなっている.

MassachusettsCharierSchoolHandbookでは,

｢Charterschoolを設立するグループは,夢の実現

のために集 うものである.この夢に実体を与えるも

のはmissionstatement(教育宣言)の開発である.

Thestatementは学校に関係する者に充分理解され

るよう学校の目標を規定する.Missionsは学校の

性格を形成し,学校のめざす方向感覚とそこに向か

う活力を維持するのに重要な役割を担っている｣と

書いている.

一般に,学校区教育委員会は,特定の生徒,特に

at-risk,特殊教育の生徒,中退者を含んだ集団を対

象する学校の申請認可には寛容な姿勢で臨んでいる.

これらの生徒は学校区には指導が難しく,コス トの

かかる生徒達である.このような集団に焦点をあて

たcharterschoolは学校区としても歓迎すべきもの

である.実際,全米のcharterschoolの第 1号のthe

CityAcademyは生徒の自滅的であったり,破壊的

な行為を取 り除き,生涯教育と社会参加の基盤を培

うことを目標として設立されてお り,St.Paul学校

区との間の関係はかなり良好と言われている.この

ような学校の成功は誰にとっても喜ばしいことであ

る.しか Lcharter schoolsと学校 区の関係 は

あくまでも基本的には中立である.neCityAcademy

の場合も学校区はこの学校に通学する生徒に地元の

バス会社のパスを提供しているが,その他のサービ

スは行っていない.

6-2 生徒の構成と親の満足度

a.人種的背景 : Charterschoolsの人種構成は

各々はば州の平均的構成に近いか,有色人種の生徒

の割合 が高 い数値 が出てい る.個別 に見 る と

Massachusetts,Minnesotacharterschoolsは有

色人種の生徒の在籍者に対する割合は州の割合を上

回っている.逆にCaliforniaでは公立学校全体の

割 合 に比 べ,主 と して 白人 に資 す るcharter

schoolsの割合が高 く (47%対42%)なっている.

b.社会的背景 : 低所得家庭の子どもの在籍は,

他の公立学校 とほぼ同様 の割合である.charter

schoolの生徒のほぼ1/3は昼食費の無料又は減額の

資格があり,これも同地域の他の公立学校における

場合とほぼ同じ割合である.Californiaの場合,他

の公立学校 と比べると低所得家庭からの生徒の割合

がやや少なくなっていが,主たる理由は,小さな町

の新設校やhomeschoolsの存在が生徒に占める有
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色人種や低所得家庭の子弟の割合を下げる原因とな

っているからである.しかし現実は30%の学校では,

その生徒の大多数が低所得家庭の子ども達で構成さ

れている.

C.特殊教育 : Minnesotaを除 け ば,charter

schoolsは障害を持った生徒の割合は公立学校の平

均とくらべ少ない.また,Mim esotaとMassadluSettS

を除いてはLEP(limitedEnglishproficient:英語

の能力を欠いた生徒)の在籍者の割合についても同

様の傾向が見られる.

d.生徒の学力

Charterschoolの設立目的や,教育目標,カリキ

ュラムのユニーク性を考えると,少なからぬ学校は

その評価を単に学力で測ることはできない.ただし,

どのような学力を持った子どもが入学してくるか実

態を把握しておく必要はある.この点1996年 1月の

AnnualR勿oyloftheAn'zonasupen'ntendentof
Public ZnstnLCtionの中では1995年10月に実施した

ITBS(IowaTestofBasicSkills)の得点データ

を次のように報告している.Charterschoolの生徒

は,平均して州の公立学校生徒の平均を下回ってい

る.4,7,10学年を対象としたテストで4学年及

び7学年は平均より5%低 く,10学年では12%低い.

e.中退者の受入れ

Californiaの調査では,20%以上の中退者を在籍

させている学校の割合では,2対 1(14%対 7%)

でcharterschoolsは他の公立学校を上回っている.

特に新設校は転換校より多くこのような生徒を受け

入れており,新設校の27%では,少なくとも5人に

1人の生徒は中退者である.この割合は転換校では

わずか8%と少ない.

f.home-schoolの生徒

宗教上の理由からhome･schoolingを選んでいる

家庭が多い現実に鑑みて,home-schoolの生徒を主

として対象とするcharterschoolsを認めていない

州 も多い.しかし,AlaskaのAnchorage学校 区

は1997年 1月にhome-schoolの生徒を対象とした

学校にもcharterを与えている.この場合の許可に

ついては,地理的要因が大きいという事情もあるが,

Californiaでもhome-schoolの生徒を扱 うcharter

schoolsが存在する.本来公教育のシステムから外

れたこのようなhome-schoolの生徒を再びシステ

ムの中に受け入れたともいえる.このような学校で

は個別の学習計画に基づいた指導や,コンピュータ

を利用したon-linenetworksが活用されている.

g.親の満足度

いずれの州の調査でも親にとってのcharterschool
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の主たる魅力は,学校の教育目標及びカリキュラム

である.この他に教職員の指導姿勢,小規模クラス,

個別化への配慮,学校環境があげられている.この

ような親の期待にcharterschoolsはどの程度応え

ているのだろうか.Arizonaの調査では大変満足57

%,満足35%,不満2%,大変不満 1%,無回答 5

%と親の満足度の高さを表している.わずかながら

ある不満は予算の不足,通学のための交通手段の確

保の必要,不十分なスペース,開校初年度の混乱な

どによるものである.

6-3 教育内容と評価

California州の報告では,新設校,小学校,自治

の度合いを増す学校ほど革新的であり,他方中等教

育を施すchartersの教員は比較的変化を求めてい

ない.授業改善の方法は,広く一般に共同学習が活

用され,特に小学校における無学年集団,自己管理

学習が実践されている.どの段階でも生徒中心の授

業が工夫され,学年横断のtutoring,個人中心の絶

対評価,異なった教授法や教科分野を組み合わせた

授業がより多用されている.また,Arizonaの報告

書では調査対象の78%のcharterschoolsの教師が

cooperativeteachingmethods所謂ティームティー

チソグを用いていると答え,また半数がコンピュー

タを駆使したテ-マ学習を実践していると答えてい

る.これらの手法は通常の公立学校でも可能であり,

また実際行われいるものであるが,charterschool

のステイタスという自由な環境と,意識の高い献身

的教師の下でより有効に機能しているようである.

伝統的公立学校からcharterschoolへの転換校の

中で見られる大きな変化は評価方法である.教師は

portfolioassessment(作品評価)をより重視し,

市販のテス トの使用は少なくなっている.たいてい

の学校区では,全州的な基礎学力テス トを学校区独

自の開発したテストで補いながら生徒の学力実態を

把握 している.しかしながら,charterschoolsに

はこのような標準テスト,特に学校区のものは義務

付けられていない.これはcharterschoolsが伝統

的学校とは異なった教育目標や哲学を持つため,異

なった評価方法により標準テストを補 うことが必要

であり,また適当と考えられているためである.こ

の代替となる評価方法がportfolioassessmentであ

る.

6-4 学校のタイプ

Charterschoolsには伝統的なelementary,middle,

highschoolの区切 りをせずに学年の扱いも柔軟で

ある学校もあるが,A STUDY OF CHAR77iR

SCHOOL.･FIRST YEAR REPORT (1997*5
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月)では,調査対象校の半数以上は小学校であり,

highschoolsの数は全体の16%と少ない.また多数

のcharterschoolsは新設校であって,残 りはそれ

までの既存校の転換である.この比は6対 4である.

またこの既存校のうち1/10は前私立学校である.釈

設校は,転換校より規模が小さく,新設校の3/4が

200名以下,転換校の半数は200名以下である.

Minnesotaのレポ- トではクラスサイズも小 さ

く,生徒と教師の数の比は4対 1から20対 1の間と

報告されている.

7.直面している問題

7-1 予算の不足と施設の不足

Charterschoolsが直面する問題の中で設立資金

や財源及び施設がcharterschoolを設立し,運営す

る上で最も重大な障害として挙げられている.

設立資金を提供する州はわずかであり,またその

額も学校を設立し,運営する経費を十分まかなえる

額 とはいえない.多 くのchartersはこれをカバー

するためgrantmoney(連邦政府の補助金)を利用

しており,連邦政府も1994Reauthorizationofthe

ElementaryandSecondaryEducationActで,

charterschoolsに対するgrantprogramを設けて

いるが,この資金の恩恵にあずかれない学校も少な

くない.この場合は設立時の資金や資本金をカバー

するためには通常のoperatingfunds(運営費)に

頼るしかないのである.

Minnesotaのように,州がchartersの設立資金

を提供しない州では,政府のgrantfundingに頼ら

ざるをえず,chartersがより一般化するにつれ,

grantfundingのパイの配分は厳しくなり,新設校

にとっては経済的により困難な状況が予想される.

このgrantfundingは学校区の場合は使途は特定さ

れていないが,charterschoolsには設立準備のた

めと特定されている.

Charterschoolsは学校区が行 うような校舎建築

や施設のニ-ズに応じた独白の債券発行や徴税手段

をもたない.このため施設と予算の不足に悩み,安

価で経費節減の出来る施設を探すことが大きな課題

となる.学校区の古い校舎や,空いた施設をわずか

の賃貸料で借 り受けた.り,地域の余暇センター,

apartmentcomplexを借 りながら,近隣の公的施

設を利用し諸活動を行っている場合が多い.十分な

スペースを確保できないことは,charters-の不満

のひとつともなっている.

7-2 学校区との問題

学校区を唯一のcharterschoolsのスポンサーと

した法では,charterschoolの活動を制限する要因

を残している.ほとんどの法は学校区はどのような

サービスを彼らに提供することになっているのか,

またどれだけ綿密にcharterschoolsをモニターす

るかといったcharterschools-の援助,サービス

提供と学校区のaccountability(自己責任)が明確

でない.Californiaのように学校の自治の程度に関

しては学校と学校区の間の協議によって決められる

場合には特にこのことがあてはまる.学校側の自由

-の希求と学校区の管理責任の間でどのようなバラ

ンスをとるかの問題が常に存在することになる.

7-3 交通手段の問題

Charterschoolsには生徒の通学に供する独自の

交通輸送のための予算化はなく,学校区にその輸送

を頼 らざるをえない.Minnesotaの場合,法的に

はcharterschoolが位置する学校区は,区内に居住

Lcharterschoolに通 う生徒の交通手段を提供しな

くてはならないことになっている.この規定により,

charterschoolsはしばしば学校区のバス輸送計画

にあわせるために,伝統的な日課や年暦以外の学校

独自のスケジュールが組みにくくなっている.革新

的スケジュールは,at-riskstudentsが自分のニー

ズに合ったクラスを選択したり,生徒のmentoring

programs,internship-の参加,apart-timejob

を可能としている.これは同時に学校区にとっては

余分で煩雑な仕事以外の何物でもないのである.

7-4 特殊教育

公立学校はすべての生徒を入学させる義務があり,

Chartersも例外でない.通常学校区は州より一定

の算出方法に基づいて,障害のある生徒への追加的

予算配分を受け取っている.しかしこの追加額はそ

のような生徒の教育コス トに十分見合 うものではな

く,学校区の特殊教育の経費は一般運営予算に食い

込んでいるのが現状である.学校区は通常特殊教育

のコストを特定の学校をあるタイプの障害を持った

生徒の教育の場として指定することにより集中させ,

対処 してきている.Chartersはこのような方法は

とれないし,またこのようなニーズを持った生徒に

対応できる人的準備もない.現実はchartersや学

校区は障害を持つ生徒へのそれぞれの責任をケース

バイケースで対応しているが,生徒数の増加と共に,

個々の対応には限界が生じてくるのは必至である.

8.今後の展望とわが国の動向

Massachusettesの例をとってもcharterschools

は一般の公立学校同様,Student Assessments,

StandardReportsの州当局-の提出を課せられて
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いる.こうした年次報告書の提出やメディアの注目

に加え,なによりも親の学校選択の権利,加えて5

年毎のcharterの更新というこれまでの公立学校に

ない厳しいaccountabilityを背負わされている.

今後,chartersはtheCommonwealthofMassa･

chusettsEducationinReformActの法の制定目標

にあるように次の課題に答えを出していかなくては

ならないこととなる.

a.改新的プログラムの開発を活発化させたか

b.改新的学習方法とその評価を開発したか

C.親や子どもにより多くの選択の機会を与えたか

d.教員により多くの教育実践の機会を提供したか

e.どれだけ結果に対し責任を負っているか

である.

これまでのところ,州により差があるが,Charter

schoolsに向けられた生徒の上澄みを掬い- 1)- ト

を集め,公教育に2本立てのtrackingを作るので

はないかといった当初の懸念はクリアしたといえる.

Charterschoolsはむしろ通常の公立学校とくらべ,

○低所得家庭の,○平均学力以下の,○特別に-ソ

ディを背負った生徒を対象としている傾向があるか

らである.

Charterschoolsは,親や生徒の満足度は高く,

学習の機会を拡大し公教育のinnovative(革新的)

なalternativeとしての役割を担い始めている.こ

れまでのところ,ことに90年代の教育の自由化の流

れを受けとめながら公教育の枠を守ろうとする関係

者にとっては,charterschoolは公教育改革の旗手

として,公教育批判 をかわ し,schoolchoice,

voucher,privatizationといった教育の徹底した自

由化をめざす波を大波となる前でくい止める防波堤

となっているといえる.しかし,公教育の独占が

ANationatRiskで指摘された凡庸な生徒集団をつ

くり出していることを論拠に,教育の活性化をめざ

しprivatizationを推進してきた関係者にとっては,

単にalternativeで終わるcharterschoolsには到底

満足することは出来ないであろう.このような人々

にとってcharterschoolsは伝統的公立学校 と競争

関係を生み出し,制度そのものの自由化,つまり

freechoiceによる学校の総charterschool化をめ

ざすsteppingstoneでなくてほならないからである.

Charterschoolsがアメリカの教育でどのような地

位を占め,公教育全体にどのような影響を及ぼして

いくのかは,ここ数年のcharterschoolの実験結果

が大きく占うこととなろう.この点特定のニーズを

有する生徒を対象するchartersが多いalternative
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型のMassachusetts,Minnesotaの法律,AFTの

報告書でもgoodlawと評価され,教員組合との協

力関係を維持して,教員の積極参加を促しimovative

educationalprogramsを実践させるプロ主導型の

Californiaの法,自由開放型のArizonaの法 とい

う各々異なるタイプの法の下で,いかにcharter

schoolsが公教育を刺激し,いかに地域住民に受入

れられ,社会に定着していくのかは特に注目に値す

る.

わが国においても,近年自治体にかなりの裁量権

を与える地方分権の流れとあいまって,国が基本的

に一元管理する教育システムが疑問視され,このシ

ステムの改革を求める提言が重みを増している.

1997年6月に中央教育審議会答申の中で中高一貫

教育の導入が打ち出され,その後,六年制学校 ｢中

等教育学校｣が学校教育法の改正案の国会通過によ

り,1999年度から導入できる道筋がっいた.

我が国の六大行政改革の一つに教育改革があがっ

ている.教育改革については,これまでに野党から

も,新しい学制への移行を目指した教育改革の提言

辛,voucherを導入して希望する学校に入学できる

ようにし,これにより国公立,私立間の教育負担の

格差を全廃するといった提言もなされている.また,

経営者や労組の代表者でつくる社会経済生産性本部

の社会政策特別委員会は,学校は社会との連帯を失

い,孤立し,教育の場としての機能を失ったと批判

して,中教審答申の ｢心の教育｣より,まず構造的

な制度改革の優先を求めて21世紀に向けた教育改革

として,学区制や高校 ･大学入試の廃止,校長に学

校経営権を与えるといった提言 (中間提言)をまと

めている (1998年 7月22日).この中では,具体策

として○公立小,中学校の学区制を廃止し,自由な

学校選 びを進め,学校間に競争を導入す る.O
PTAや自治体の議会が公立学校長を選び,校長に

自由な人事,経営権を与える.0経営内容 (教育成

果)はPTAなどが審査し,結果次第で校長を交代

させることも挙げている.

またこれに相呼応するかのように同年 7月29日に

は,中央教育審議会は地域住民が校長に対し,学校

の授業内容や生徒の指導などについて助言する ｢学

校評議員｣制度の導入を求めた最終答申案を固めた

と報道された.これは個人に委嘱するのでChicago

学校改革に見 られ る各学校 に設置 されたLSC
(localschoolcouncil)とは異なるが,設置の趣旨

は同じである.

わが国の公教育を制度面から変えようとする提言

のいずれも,これまで合衆国における90年代の教育
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改革 の実験 を特徴 づ け るキ ー ワー ド,school

choice,site-based management,voucher,

accountabilityを盛 り込んだものであり,またかな

り正確なコピーであることに驚かされる.ただしこ

のような改革案は合衆国では初等中等公立学校にお

ける生徒の学力の低迷が問題とされたところから出

発しているが,他方その学力面でのお手本である日

本の場合は,詰め込み教育の反省の上に立ったとこ

ろで発想されているのはまことに皮肉なことである.

合衆国においては,これらの教育改革の実験はす

でに90年代を通して様々な形で実施され,またその

趣旨はその実験実現への運動の中で幾度となく市民

に投げかけられ,徐々に市民の意識改革が進行して

きた過程がある.しかし,これらの改革には依然強

い賛否両論が存在する.この中でcharterschools

は現在のところこの双方が妥協し,受入れ可能な教

育改革の手段となり発展しつつある.その理由の一

つには,これまでのところcharterschoolsが既存

の公立学校の競争相手というよりむしろ,大胆な実

験的教育実践の場となっていたり,多様な生徒や彼

らのニーズに応えた一般の公立学校のalternative

としての役を果しつつあるからであろう.

矢継ぎ早に出されているわが国の教育の制度改革

の提言の中に欠落 している思想は,実にこのalter-

nativeの考えではないだろうか.
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